
`」
喘・υ●●

'411●
せ0

2021.10.13  18:55  P. 1
luイ1年 1嘗月13日 t水 )1811l p001ノ 004

:`|

1裁判 長
齢目1 臓脚 ③

・:賞 `定  目

一

■
り

一

宰

一

「裁 伊

書   (婆 定 )

目

調

(行 ツ 〉

〈行 ヒ )

号

号

０

３

７

２

■

３

第

第

最 高 裁

督争和 3年
イ1事日 3 ■二

弓テ ポロ  3; 奪島 l  o 月  1 2

判 断 第 二 小 法 廷

郎
也
晴
政
子

三
克
道

壼
恵

力
賀
　

嶺
邊

声
宇
林
長
篇 理

官
官

官
官
官

判
判
判

判
判

裁
戦

裁

裁
載

長率
‐裁

当 事 者 難 則紙当宰著
‐
日録祀戦のとお り

原 判 決 の 表 示 名 古屋 高等裁 判 所十 和 8年 (行 コ)第 40号 」節 o6号 (喘

和 3年 4月 21日 判 決 )

戯:判官全員―職 の意見で′次の とお り決定。

第 1 主文

1 本件 に青 を華却す る。

2 事件 絆上奮癬 ル l′ て豊埋 しない。

3 上告費用及 び 甲立費用は上告人兼 申立 人ら″畿担 ルする。

第 2 理 由

1 上告について

民事事件 について最高裁判所 に上寺 をづる こと力=貯 され るのは民訴綾 31
2彙 1項又 |ま η ttD予定の場合 に限 られ る ところ1本件上告の理 由 |まJ理由の

下備をい うが,その実質は響実供冊ユは単なる法令違度を説張するもので赫

って,明 らかに上記者項に規定する事由に腋当 L′ ない。

2 “L告受理申立でにもいて

本件中立ての理由によれば,事件は,民訴法 318彙 1項により受理すベ

き〈)の と,ま認められない.

令和 3年■ 0月 12日
最高裁判所第二小瀞廷

裁判所磐記官  伊  藤  政  和③
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